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参考資料
参考資料１ サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者の要件

参考資料２ 令和６年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するＱ＆Ａ
ＶＯＬ.１ ～ ＶＯＬ.８

参考資料３ 就労移行支援事業、就労継続支援事業（Ａ型、Ｂ型）における留意
事項について

（障障発0331第2号 令和7年3月31日／障発0402001号 平成19年4月2日）

参考資料４ 就労定着支援の実施について
（障障発0329第6号 令和6年3月29日／障障発0330第1号 令和3年3月30日）

参考資料５ 就労選択支援の実施について
（日障障発0930第3号 令和7年9月30日／障障発0331第3号 令和7年3月31）

参考資料６ 厚生労働大臣の定める事項及び評価方法の留意事項について
（障発0329第41号 令和6年3月29日／障発0330第5号 令和3年3月30日）

※ 「別添」及び「参考資料」は、全て確認願います。
「サービスの提供」に当たって残念ながら、「不適切な事業運営」を行っている事

業所があることが指摘されています。「不適切な事業運営」を行っている事業所につ
いては、「重点的な指導監査」を実施するとともに、「改善の見込み」がない場合は、
法に基づいた「勧告」、「命令」等の措置を講ずることが必要であるとされています。

「法令」や「基準」を再確認し、「適正な事業運営」に努めてください。
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Ⅰ 変更の届出

障害者支援施設及び障害福祉サービス事業所は、現在の事業に変更が生じた場合、
あらかじめ又は変更後１０日以内に、変更届を都道府県知事に届け出ることが必要です。
（※「別添１ 変更届の提出一覧」は、現時点の情報です。更新されている可能性があ
るため、必ず申請時点の一覧を「東京都障害者サービス情報」からご確認ください。）

１ 変更届についての注意
（１）様式変更のお知らせ

現在、厚生労働省にて全国共通の書式となる標準様式の導入が令和８年４月までに予
定されています。（以下参考ＵＲＬ）
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/seisansei/youshiki.ht
ml

それにより、東京都においても現行の様式や届出事項等の変更が令和８年２月頃に予
定されております。変更内容については、「東京都障害者サービス情報」への掲載及び
メールでの周知を予定しておりますのでご確認ください。
https://www.shougaifukushi.metro.tokyo.lg.jp/

また、変更届及び介護給付費等の請求に関する提出書類については、変更事由ごとに提
出すべき書類が異なります。具体的な提出書類については、提出書類一覧をご覧くださ
い。Ⅱ「各種書類をダウンロードするにあたって」に「東京都障害者サービス情報」の
見方が載っていますのでご参照ください。
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Ⅰ 変更の届出

（２）届出提出の際の注意

「変更届」等は、提出前に必ず「写し」を取り、事業所内で保管してください。

また、「変更届」等が「収受されたか否かの確認」が必要な場合は、「収受印」
を押印した「変更届」の「写し」を返送します。

写しの返送を希望する場合は、「切手」を貼付した「返信用封筒」及び「返信
を希望する様式のコピー」を同封ください。

なお、「収受印」は、「書類を収受した」ことの「確認印」です。
「書類審査」が完了したわけではありません。
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Ⅰ 変更の届出

２ 介護給付費等の請求に関する変更の場合
（１）届出時期

① 加算等を新たに算定する場合、又は加算等の算定される単位数が増える場合
毎月１５日までに届出があった場合、翌月から加算等の適用になりますが、

１６日以降の届出に関しては、翌々月からの適用になります。
変更届にて申請する際は、担当部署へ到達した日をもって届出日になります

ので、郵送の場合は余裕を持って提出願います。
１５日以前⇒翌月から １６日以降⇒翌々月から
（１５日が閉庁日の場合は、直前の開庁日までに到達していること。）

② 加算等の算定される単位数が減る場合、又は加算等が算定されなくなる場合
届出の時期に関わらず、加算等の単位数が減る（又は算定されなくなる）事

実が発生した日から算定を行わないものとします。

（２）届出書類
別添２「基本報酬・加算にかかる添付書類一覧」を参考に届出様式及び添付書

類の提出をお願いします。
なお、提出前には加算の要件を満たしているかを再度ご確認ください。

※ 毎年度４月には、前年度平均実利用者数を基にする職員配置などが満たされて
いるか等、介護給付費等算定に係る体制等に変更がないか確認してください。
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Ⅰ 変更の届出

【サービス管理責任者の変更について】
（「参考資料１ サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者の要件」参照）

■原則として「常勤・専従」であること。
例:「サービス管理責任者」と「同一法人内」の「相談支援事業所」の「相談支

援専門員」を兼務してしまった場合、「常勤・専従要件」を満たしていない
ことになる。⇒ 「サービス管理責任者欠如減算」が適用

※ 既に配置されているサービス管理責任者についても更新研修や実践研修の受講
を失念することにより、資格要件を満たさず、未配置になるケースがあるので注
意してください。

【管理者の変更について】
■「管理者」にも要件がありますので、事前確認をしてください。

「管理者変更」の場合は「障害者総合支援法第３６条第３項非該当誓約書」及
び「役員等名簿」の提出も必要となります。

特に届出の際、「役員等名簿」に「管理者の氏名」の記載が漏れている場合が多
いので、注意してください。



7

Ⅰ 変更の届出

【定員の変更について】

■「定員を変更」する場合は、「前月の１５日」までに提出が必要となります。

＜注意点＞
１ 「定員が増える」場合、増加分に伴う「訓練・作業室」を十分に確保

できているか確認します。
⇒ 事業所の「平面図」や「建物面積表」等も「提出書類」として必要です。

「定員増」に伴って「基準上必要な職員数」も変更となるため、「勤務
体制一覧表」の提出も必要です。

※「定員変更」の場合は、「確認事項」が多くなるため、各所管に事前相談を
お願いします。

２ 「定員変更」を行う際は、「事業所所在地」の「区市町村」にも事前連絡を
お願いします。

⇒ 「補助金の関係」や「区市町村内の利用者受入数の把握」等で、「区市
町村」でも情報が必要となるため、事業所の「所在地区市町村」にも連絡
が必要となります。
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Ⅰ 変更の届出
【従たる事業所・出張所の追加、事業所の移転について】

■従たる事業所・出張所の追加は、「新規指定時」と同様の確認が必要です。
⇒ 事業を実施することが可能か、「建築基準法上」の「建物の用途変更」が必

要か、「福祉のまちづくり条例・バリアフリー条例適用対象」かどうか、
「消防法上の問題」はないか、「食品衛生法上の問題」はないか等、他法令
の確認も必要です。
※ 事前に専門知識を有する建築士等、所轄の「消防署」及び「保健所」等へ

確認し、確認内容を記録しておいてください。

■「従たる事業所」の追加に伴う利用者の「定員」や「職員の人員配置」の検討
⇒ 例:「従たる事業所」の「定員」はそれぞれ「最低人数」が規定されており、

「職員」も、「基準上の配置数」を満たした上で、「従たる事業所」に
「常勤かつ専従」の職員が「一人以上」確保されている必要がある等の要
件があります。各所管に事前相談をお願いします。

■事業所を「移転」する場合も上記と同様に様々な確認が必要です。
⇒ 「移転後」に、実は事業を実施することができない物件だった場合、事業継

続に支障をきたす恐れがあります。事業所の「移転」を検討している場合は、
「物件の購入」や「契約」前に、必ず各所管に事前相談をお願いします。

★ 無届での移転や、指定を受けてない場所でのサービス提供により、指定取消処分
や報酬返還となった事例がありますので、事前の相談や届出をお願いします。
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Ⅰ 変更の届出

【加算の変更届について（届出書類）】

※ 加算は、「通常の報酬に加えて、一定の要件を満たした際に算定できる報酬」
となるため、それぞれの「算定要件」を満たす必要があります。

※ 加算は大きく以下の２つに区分されています。
１ 「都道府県等」に届出が必要な加算

例:「福祉専門職員配置等加算」、「食事提供体制加算」等
⇒ 別添２「基本報酬・加算等にかかる添付書類一覧」にある加算を確認。

２ 届出が不要な加算
例:「初期加算」、「欠席時対応加算」
⇒ 届出が不要な加算は、都の審査は不要。必ず事業所内で、「算定要件」を

満たすかどうか確認の上、請求すること。
⇒ 「欠席時対応加算」は、必要な対応をしていない（例:「必要な記録」が

未作成）にも関わらず、「不適切」に加算算定することがないように。

注意:「実地指導で見受けられる事例」にもあるとおり、事業所を運営する上で、基
準上必要な「サービス提供記録」を作成していないといった事業所も散見されま
す。「変更届の提出」でも、「事業所運営」でも、必ず事前に「法令」や「基
準」等を確認の上、「加算の算定」や「利用者支援」を実施してください。
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Ⅱ 各種書類をダウンロードするにあたって

＜参考＞
「東京都障害者サービス情報」
（http://www.shougaifukushi
.metro.tokyo.jp/）

※画面イメージ
書式ライブラリーとお知らせ

の場所はこちらです。
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Ⅱ 各種書類をダウンロードするにあたって

「東京都障害者サービス情報」（http://www.shougaifukushi.metro.tokyo.jp/）
の「書式ライブラリー」に各種書類は掲載されています。

具体的な掲載場所は以下の表のとおりですので、ダウンロードした上で、必要事項
を記入して下さい。

「書式ライブラリー」→「A 【日中系サービス・障害者支援施
設】指定申請書・変更届等」→「【各サービス事業】指定申請
書・変更届様式」→「変更届 提出書類一覧」

提出書類一覧

「書式ライブラリー」→「A 【日中系サービス・障害者支援施
設】指定申請書・変更届等」→「【各サービス事業】指定申請
書・変更届様式」→「各種様式」

※ 多機能型事業所の場合には、各サービス＋多機能型の付表が
必要になります。

「書式ライブラリー」→「A 【日中系サービス・障害者支援施
設】指定申請書・変更届等」→「11【多機能型】※付表のみ掲
載」

変更届等申請書類
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Ⅲ 廃止・休止届、再開届、辞退届
【廃止・休止届】

障害福祉サービス事業所は、当該指定に係るサービスの事業を廃止、休止する場合は、
届出提出前に必ず各所管への事前相談をしてください。（事前相談前に事業所の都合で
手続きを進める、廃止、休止をする等の行為はやめてください。）

また、廃止、休止する１ヶ月前までに利用者の「移行先リスト」を添付の上、都道府
県知事に「廃止・休止届出書」（第３号様式の２）を提出してください。
休止期間は原則１年間となりますので、１年が経過した後には、再開届又は廃止届が

必要です。
なお、「移行先リスト」の作成に当たっては、利用者に対してその希望や意向等を聴

取するために実施した個々の面談記録等、事業者として利用者に対し責任ある対応を
図ったことが確認できる資料も併せて提出が必要になります。

★無届で事業所を閉鎖し、指定取消処分をした事例が都内でもありました。
また、利用者の利用調整を十分に行わず、事業者として利用者に対し責任ある対応を

行わなかったため、指定取消処分をした事例がありました。
「廃止・休止」について検討される場合、必ず事前に届出先の各所管にご相談ください。

※ 別添資料３「指定障害福祉サービス事業者の事業廃止（休止）に係る留意事項等に
ついて」（平成２９年７月２８日付厚生労働省事務連絡）を必ず確認
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Ⅲ 廃止・休止届、再開届、辞退届

【再開届、辞退届】

再開届は、再開の日から１０日以内に勤務形態一覧表を添付の上、都道府県知事に
「再開届出書」（第３号様式）を提出してください。

また、障害者支援施設が指定を辞退するときは、「指定辞退届出書」（第４号様式）
を指定を辞退する日の３ヶ月前までに都道府県知事に届け出る必要があります。

＜参考＞指定を受けた法人から別法人に事業が移行する場合
例:NPO法人⇒社会福祉法人

当該指定を受けた法人の事業所は「廃止」の取扱いとなり、廃止の届出を行うとと
もに、別法人が新たに指定申請の手続きを行うことが必要になります。
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Ⅳ その他

【「報酬改定」について】

■ 参考資料２「令和６年度報酬改定に係るＱ＆Ａ」は、改めて確認願います。
⇒来年度も「基本報酬の算定に係る届出書の提出」関係で、実績の集計が必要と
なります。「届出書」の提出期限は、４月前半に設定する予定です。そのため、
「期限内の申請」について協力いただくとともに「実績」の算出準備に、早めに
取りかかるようお願いします。

■ 都から「ご案内」や「提出依頼」等に関しては、全て「メール」にて事業所宛て
に送付しています。

「重要な通知」もありますので、「メール」はこまめに「チェック」ください。
また、都に登録していただいている「メールアドレス」に変更が生じた場合は、

速やかに各所管にお知らせいただき、新しい「メールアドレス」の「再登録」を
お願いします。

登録メールアドレスの変更について
（就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援A型・B型、就労定着支援）

https://www.shougaifukushi.metro.tokyo.lg.jp/Lib/LibDspList.php?catid=002-032
（障害者支援施設、生活介護、自立訓練）

https://www.shougaifukushi.metro.tokyo.lg.jp/Lib/LibDspList.php?catid=002-034
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Ⅴ 受付窓口の変更について（１）

【受付窓口変更について①】
東京都では、令和５年度から障害福祉サービス等事業所の指定申請及び変更届等の受

付窓口が以下のとおり変更となりました。

【変更先】
（名称）
公益財団法人 東京都福祉保健財団
事業者支援部 障害福祉事業者指定室
（所在地）
〒163-0718
東京都新宿区西新宿２丁目７番１号
新宿第一生命ビルディング18 階
（交通）
各線「新宿駅」西口から徒歩 10 分
都営大江戸線「都庁前駅」徒歩2 分
東京メトロ丸ノ内線「西新宿駅」徒歩5 分
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Ⅴ 受付窓口の変更について（２）

【受付窓口変更について②】
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Ⅵ 変更手続きに関する問合せ及び書類の郵送先

【問合せ先】
＜生活介護、施設入所支援、自立訓練の場合＞

公益財団法人 東京都福祉保健財団
事業者支援部 障害福祉事業者指定室 施設担当

ＴＥＬ ０３－６３０２－０３１３

＜就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援Ａ型・Ｂ型、就労定着支援の場合＞
公益財団法人 東京都福祉保健財団
事業者支援部 障害福祉事業者指定室 就労担当

ＴＥＬ ０３－６３０２－０３０８

※ 就労系事業とそれ以外の事業の両方にまたがる多機能型事業所の場合は、定員
規模の大きい事業の所管にお送りください。

【書類の郵送先】
〒163-0718
東京都新宿区西新宿２丁目７番１号 新宿第一生命ビルディング18階
公益財団法人 東京都福祉保健財団
事業者支援部 障害福祉事業者指定室 （サービス種別名）宛

※ 封筒宛先には、サービス種別名を明記してください。


